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ひとり親家庭高等職業
訓練修了支援給付金

ひとり親家庭の父母が、看護師・介護福
祉士・保育士等の特定の資格を取得する
ために養成機関の課程を修了した場合、
市民税課税世帯の方に2万5,000円を、
非課税世帯の方に5万円を助成していま
す。
対象 �上記養成機関を修了し、修業開始日

と修了日に支給要件（所得制限、 母
子家庭の母または父子家庭の父であ
ることなど）を満たしている方

ほか � 修了後、 修了日から起算して30日
以内に申請が必要です。
詳しくは、 子育て給付課
HPをご確認ください。

AB子育て給付課☎️823-9447

地域窓口センターのマイナ
ンバーカード手続きの休止

各地域の窓口センターでの混雑を避ける
ため、引っ越しなどの手続きが集中する
3月20日㈪～4月10日㈪の間、下記の手
続きを休止し、原則、中央窓口センター
およびマイナンバーカード交付センター

（はりまや町1-5-1 デンテツターミナル
ビル4階）でのみ受け付けます。
休止する手続き▶マイナンバーカードの
受け取り、マイナンバーカードへの機能
追加（暗証番号の再設定を含む）・更新・
修正等、電子証明書の発行・更新。
ほか �マイナポイントの手続きは、スマー

トフォン等で行うことも可能です。

B中央窓口センターマイナンバー交付
担当☎️823-9455

軽四・バイク等の手続き
を忘れずに

軽自動車税（種
別割）は、毎年
4月1日現在の
軽自動車・バイ
ク・小型特殊自
動 車 の 所 有 者
ま た は 使 用 者
に1年分の税金が課税されます。車両を
使えない場合や他人に譲った場合も、手
続きをしないと課税されますので、3月
31日㈮までに手続きをしてください。
なお、3月末は窓口の混雑が予想されま
すので、お早めにお願いします。
減免制度▶身体障害者、生活保護受給者、
中国残留邦人等の支援給付受給者などで
一定の要件に該当する場合は、減免制度
があります。令和5年度の減免申請受付
期間は、4月3日㈪～5月31日㈬です。
AB市民税課第三市民税係☎️823-9423

国民健康保険に
加入している方へ

国民健康保険証の有効期限▶令和4年度
から保険証の有効期限が7月31日までと
なりました。国民健康保険に加入中の方
には、新しい保険証を7月下旬に発送予
定です（例年のように3月下旬には発送
しません）。
国民健康保険申告書の提出▶国民健康保
険に加入中で、税務署や市役所に所得の
申告をしなかった方で、①令和4年中の
所得がなかった、または所得税や市県民
税が非課税等の理由で申告していない
②遺族年金や障害年金の受給者（老齢基
礎年金の受給者は申告不要）──のいず
れかに該当する場合は提出が必要です。
また、世帯主で同世帯に国保加入中の方
がおり、上記に該当する場合も提出が必
要です。所得の申告がないと、保険料の
軽減判定ができませんので必ず提出して
ください。
B保険医療課資格賦課係☎️823-9360

産前産後期間の国民年金
保険料の免除制度

自営業者などの国民年金加入者の出産の
際、産前産後の一定の期間について国民
年金保険料が免除され、保険料納付済期
間として計算されます。出産予定日の６
カ月前から届け出できます。
免除期間▶出産予定日または出産日の属
する月の前月から４カ月間。多胎妊娠の
場合は、出産予定日または出産日の属す
る月の３カ月前から６カ月間。
届け出先▶中央窓口センター国民年金担
当窓口または最寄りの年金事務所
ほか �詳しくは日本年金機構HP

をご覧ください。
AB高知東年金事務所
☎️831-4430、
高知西年金事務所☎️875-1717、
中央窓口センター国民年金担当
☎️823-9439

セルフメディケーション
のすすめ

セルフメディケーションとは、「自分自
身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不
調は自分で手当てすること」と世界保健
機関（WHO）が定義しています。日頃か
ら健康を意識して、適度な運動・バラン
スの取れた食事・ 十分な休息を心掛け、
より適切なアドバイスが受けられるよう
かかりつけ薬局や薬剤師を決めて、市販
されている医薬品（OTC医薬品）も上手
に活用しましょう。健康診断等を受けて
いる人が、 特定のOTC医薬品を購入す
ると、購入費用について所得控除（セル
フメディケーション税制）が受けられる
場合があります。

B保険医療課給付係☎️823-9359

斎場待合棟の増改修工事

3月上旬～9月30日（予定）の期間、待合
棟の増改修工事を行います。斎場をご利
用の皆さんには騒音や工事車両の通行な
ど、ご不便をお掛けしますが、ご理解・
ご協力をお願いします。
B斎場☎️832-3049

高知商業高校定時制が
単位制に移行します

高知商業高校定時制では、これまで学年
制を取っていましたが、令和5年度から
全学年一斉に単位制に移行します。高校
卒業資格を得るための要件は、これまで
どおり必須科目を含む76単位を修得す
ることから変更ありません。
B高知商業高等学校定時制☎️844-0267

手話奉仕員養成講座
（入門・基礎）

対象  市内在住で手話初心者の方
日時  昼の部▶4月5日㈬から毎週水曜日

10時～12時。夜の部▶4月7日㈮か
ら毎週金曜日19時～21時。いずれ
も受講期間は約1年。

場所  県聴覚障害者情報センター（越前町
2-4-5）

定員  各部先着30人
料金  テキスト代3,300円
申込  3月1日㈬～24日㈮、直接または郵送

（当日消印有効）で。案内書・申込用
紙は、県聴覚障害者情報センター事
務所で配布。 県聴覚障害
者情報センター HPからも
ダウンロードできます。

AB〒780-0928 越前町2-4-5 小高坂
更生センター3階 県聴覚障害者情報セン
ター☎️823-5922

企業版ふるさと納税によ
る寄付をいただきました

東武トップツアーズ㈱から、長浜・御畳
瀬・浦戸地域振興計画推進事業に企業版
ふるさと納税制度を活用して300万円の
寄付をいただきました。いただいた寄付
金は、地域おこし学校「こうちみませ楽
舎」の実施や、地域の魅力・イベント等
の情報発信、地域協働イベントの開催な
どに活用させていただきます。

B地域活性推進課☎️823-8813

公務員の人事異動に伴う
児童手当の手続き

公務員（法人等に勤務されている方や厚
生年金加入の方などを除く）の児童手当
は、勤務先で認定を受けることになって
いるため、受給者が公務員になった場合
や退職した場合は、お住まいの市町村と
勤務先の両方で手続きが必要です。手続
きが遅れると、手当が支給できない月が
生じますのでご注意ください。また、公
務員で、人事異動により法人等に勤務さ
れることとなった場合や法人等から所属
官公庁・公立学校に戻る場合も同様に手
続きが必要です。
B子育て給付課☎️823-9447

「慣らし保育」に
ご協力ください

慣らし保育とは、保育園等で初めてお子
さんをお預かりする際、状況を見ながら、
お預かりする時間を徐々に延ばしていく
ものです。新しい環境に心と身体を少し
ずつ慣らしていくための大切な期間です
ので、保護者の皆さんは、早めに職場に
ご相談ください。また、雇用者の皆さん
もご理解・ご協力をお願いします。
B保育幼稚園課☎️823-4012

新入学おめでとう！
入学通知書を送付しています

高知市立小・中・義務教育・特別支援学
校へ、ことし入学するお子さんがいるご
家庭に、1月下旬頃に入学通知書を郵送
しました。届いていない場合や、通知書
にご不明な点があればご連絡ください。
対象 �平成28年4月2日～平成29年4月1

日（新小学生）と平成22年4月2日～
平成23年4月1日（新中学生）に生ま
れたお子さん

就学援助制度▶お子さんの就学について
経済的な理由でお困りの方のため、学用
品費・給食費などを公費で援助する制度
です。ご希望の方は入学後、学校にご相
談ください。
B青少年・事務管理課☎️823-9468

選挙人名簿への登録・
在外選挙人名簿登録

3月1日時点で登録資格を有する方を、
高知市選挙人名簿に登録します。
対象 �平成17年3月2日以前に生まれた方

で、市の住民基本台帳に記録された
日から引き続き3カ月以上居住した
方（既登録の方、令和4年10月以前
に転出した方を除く）。

ほか �この登録と12月2日～3月1日の間
に行われた在外選挙人名簿の登録に
関する異議申出期間は3月2日㈭～6
日㈪8時半～17時です。登録確認の
ための名簿閲覧をご希望の方は、事
前にお問い合わせください。

B選挙管理委員会☎️823-9483

春の火災予防運動

3月1日㈬～7日㈫の間、春の全国火災予
防運動が実施されます。これからの季節
は特に空気が乾燥し、火災が発生しやす
いので、火の取り扱い・後始末に十分気
を付けましょう。また、山火事防止のた
めに、枯れ草等のある場所でのたき火や
火の使用はやめましょう。
B消防局予防課☎️871-7504

『音訳版「障害福祉のしおり」』　「障害福祉のしおり」の音訳版（カセットテープ・デイジー版）を作成しました。希望者には郵送しま
すので、ご連絡ください。また、オーテピア高知声と点字の図書館では貸し出しも行っています。　障がい福祉課☎823-9056

『請求書様式等の変更』　4月から、市への代金請求手続きで使用する請求書様式および債権者登録番号を変更します。新様式は、4月1
日㈯から出納課HPでダウンロード可能。なお、当面の間これまでの様式および債権者登録番号も使用できます。　出納課☎823-9477


